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商
会
の
額
員
の
報
瑚
及
び
考
桐
弁
曙
に
闇
す
る
条
例
の
1
部
改
正
に
つ
S
て

次
の
と
か
わ
希
会
の
頑
員
の
報
欄
及
び
琴
開
弁
償
に
蝶
す
る
条
例
の
7
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
.
つ
S
て

地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
壕
簿
第
六
十
七
号
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第
九
十
六
条
第
一
項
の
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に
ま
･
ク
､
本
領
会
の
濁
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牧
田
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会
の
議
員
の
報
酬
及
び
襲
用
弁
借
に
関
す
る
条
例
の
7
部
を
･

改
正
す
る
条
例

毒
会
の
萄
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
把
関
す
る
条
例
(
昭
和
三
十
7
年
三
朝
町
条
例
清
十
九
号
)
の
7

一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
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第
7
条
中
｢
十
四
万
千
円
｣
を
｢
十
五
万
三
千
円
｣
に
､
｢
十
万
七
千
円
｣
を
｢
十
1
万
七
千
円
｣
に
､

｢
九
万
四
千
円
｣
を
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十
万
三
千
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こ
の
争
例
畦
､
公
布
の
日
か
ら
嶺
行
し
､
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
O

(
報
酬
等
の
内
払
)
　
1

2
　
改
正
前
の
蔦
会
の
藩
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
陀
関
す
る
条
例
の
規
宅
に
基
づ
S
て
'
昭
和
五
十
三

～

年
四
月
7
日
か
ら
こ
の
条
例
の
億
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
､
議
長
､
副
壌
長
及
び
議
員
に
支
払
わ
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例
の
規
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払
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